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【１ 調査の概要】 

（1） 調査の目的 

ふじみ野市では、これまで設置した教育・文化施設やスポーツ施設

などについて、「利用する人、利用しない人との負担の公平性」や「適

切な使用料の徴収」といった、受益者負担の適正化を進めることを重

要テーマの１つと考えております。 

そこで、この見直しを進めるにあたり、市民のご意見を把握させて

いただきたいため、このアンケートを実施するものです。 

 

（2）調査方法 

    市内在住の 20 歳以上の市民の方から、無作為に 2,000 名の方々を 

   お選びし、配布しました。 

 

（3）調査期間 

    平成２６年７月７日（月） ～ 平成２６年７月２０日（日） 

 

（4）回答結果 

回答数 ７３７（回答率３７％） 

※空白の回答もあるため各回答の合計数は一致しません 
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【3 質問内容】 

「質問１」過去 1 年間に利用したことがある施設（複数回答可） 
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「質問５

の改定

 

「質問６

お願い
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  ・時間帯に応じて使用料の割引をしてもよいのでは。 

   ・団体利用は有料、個人利用は無料。 

 

◎減免 

・減免の範囲もはっきり示すべき。 

・減免は撤廃してもよい。 

・減免について 70 歳以上にして一般利用者より安くしてほしい。 

・今の 65 歳以上はお金も時間もあるのでは。 

・裕福な高齢者が無料で施設を利用していると聞くと納得しかねる。 

・高齢者への優遇は必要ない。 

・障がいの人は公的保護を受けているので、無料でなくてよい。 

・何でもサービス無料の時代は終わっている。 

  ・趣味等は値引きなし、ボランティアは一般の 50％オフ。 

 

◎公平性 

・誰でも自由に使用ができるように。 

・予約方法も公平に。 

・同じ団体が月に何度も使用できるのはおかしい。 

・一般利用者はお金を払っているのに、1人でもサークルに入っていれば、その名を借 

りて無料で利用できるのはおかしい。 

 

◎施設維持 

・老朽化した施設・設備の修繕を適時、実施してほしい。 

・施設の維持と整備を適正に行ってほしいため、多少料金がかかってもやむを得ないと

思う。 

・施設のトイレは出来るだけきれいにしてほしい。 

・料金を取ってもテニスコート等は手入れが悪い。 

 

◎施設ＰＲ  

・どこにどの施設があるか地図などがあるとよい。 

・施設の PR をした方がよい。 

・施設の利用方法内容をもっと詳しく公表すべき。 

・予約がとりづらい、わかりにくい。 

 

◎子ども 

 ・子どもたちは無料開放するなどしてほしい。 

 ・子どもや親子が利用する時は安くすべき。 
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◎見直し 

・使われない施設は廃止すべき。 

・利用の少ない施設は廃止するなどの見直しをしてほしい。 

 

◎その他 

・身の丈に合った施設の建設と運営が必要。 

 ・稼働率が低い施設は売却するなどして考え直すべきだと思う。 

・若年層の利用を促す施策を講じ収入を増やせばよいのでは。 

・施設を利用したことがないので、高いか安いかわからない。 


